
一般社団法人那須塩原市観光局サイト　バナー広告掲載規程  

  

（趣旨）  

第１条 この規程は、一般社団法人那須塩原市観光局（以下「観光局」という。）が管理するサ

イト「なすしおばら観光ＮＡＶＩ」（以下「観光局サイト」という。）へのバナー広告掲載に

ついて必要な事項を定める。  

（定義）  

第２条 この規程において、「広告」とは、文字又は画像で表示された情報で、観光局サイトの

バナー広告掲載の選定を受けた者（以下「広告主」という。）の指定するサイトにリンクする

機能を有することをいう。  

（掲載を不適とする要件）  

第３条 次の各号のいずれかに該当する場合には、広告を掲載しないものとする。  

（1）​法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの  

（2）​公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの  

（3）​政治に関するもの又はそのおそれのあるもの  

（4）​社会問題についての主義主張  

（5）​誇大表示、不当表示など表現方法が不適切であると認められるもの又はそのおそれのある

もの  

（6）​個人の名刺広告   

（7）​その他バナー広告媒体に掲載する広告として局長が不適当と認めるもの  

（広告の規格）  

第４条 バナー広告の規格等は、次のとおりとする。  

（１）掲載箇所：トップページ下段 

（２）サイズ：横320 ピクセル×縦120 ピクセル  

（３）データ容量：100KB 以下内 

（４）形式：GIF（アニメーション不可）JPG 、PNG 

（広告の掲載期間及び継続）  

第５条 バナー広告を掲載する期間は、原則として1か月単位とする。ただし、1か月を超える期  

間（最長１年間まで）の広告掲載申込みがあった場合は、観光局の会計年度内（４月１日から 

３月３１日）に限り、その期間を掲載期間とすることができる。  

2​ 広告の掲載を開始する日（以下「広告掲載開始日」という。）について、バナー広告は原則

として当該広告を掲載する月の初日とする。 

3​ 広告の掲載を終了する日（以下「広告掲載終了日」という。）について、バナー広告は原則

とし て当該広告を掲載する月の最終日とする。 

4​ 広告掲載は、広告主からの申し出がない限り自動継続するものとする。  

（広告掲載の募集方法）  

第６条 広告は、観光局サイト等により募集するものとする。  

２ 前項の規定による募集は、バナー広告は広告の枠を新たに設定したとき、又は広告の枠に空

きが生じたときに行うことができるものとする。  



 

（広告掲載の申込み）  

第７条 広告の掲載を希望する者は、バナー広告においては「一般社団法人那須塩原市観光局サ

イト　バナー広告掲載申込書」（様式第１号）を、観光局が指定する日までに申し込みを行う

ものとする。 

（広告掲載の決定）  

第８条 協会は、前条の規定により申し込まれた広告について、第３条に規定する不適要件に該

当しないかどうかを審査の上、掲載の可否を決定する。  

２ 前項の規定により、掲載することと決定した広告については、次の各号によりその掲載順位

を  決定の上、掲載位置を決定する。  

（1）​市内に事業所等を有する企業又は自営業者、団体  

（2）​掲載希望月の総数の多いもの  

３　バナー広告については、広告原稿の電子ファイルを、広告掲載開始日から起算して５日前ま

での観光局が指定した日までに提出するものとする。 なお、広告原稿に関する経費は、広告

主が負担するものとする。 

（広告の支払い） 

第９条 バナー広告の掲載料は、５，０００円／月とし、１か月単位、最長１年とする。  

２ 広告主は、前項の規定で定めた広告料を、観光局が指定した日までに観光局が発行する請求

書により一括前納するものとする。  

（広告掲載の取消し）  

第１０条 観光局は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに広告の掲載を取り消すこ

とができる。  

（1）​第８条第３項の規定により指定した日までに広告原稿が提出されないとき  

（2）​第９条第２項の規定により指定した日までに広告料が納付されないとき  

（3）​第３条に定める掲載不適要件に当てはまると判断したとき  

2​ 観光局は、前項の規定により広告の掲載を取り消した場合は、当該広告主に対して理由を付

してその旨を通知するものとする。  

3​ 観光局は、第１項の規定により広告掲載を取り消した場合で、既に広告料が納付されている

ときは、納付済みの広告料は広告主に返還しない。  

（広告掲載の取下げ）  

第１１条 広告主は、自己の都合により、掲載中あるいは掲載予定の広告掲載を取り下げること

が  できる。  

2​ 広告主は、前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、速やかに書面により観光局に申

し出 なければならない。  

3​ 観光局は、前項の規定により広告掲載の取下げを受理した場合で、既に広告料が納付されて

いるときは、納付済みの広告料は広告主に返還しない。 

（広告の変更）  

第１２ 条 広告主は、広告の掲載期間が複数月の場合は、当該広告の内容を原則として月単位で

変  更することができるものとする。  



２　広告主は、前項の規定により広告を変更しようとする場合は、観光局にあらかじめ協議する

ものとし、あらためて広告原稿を作成し、提出するものとする。  

（リンク先の変更）  

第１３条 広告主は、バナー広告のリンク先の変更を希望するときは、変更しようとする日から

起  算して５営業日前までに観光局に届け出るものとする。  

２ 観光局は、前項の規定による届出があった場合は、変更後のリンク先について、基準の規定

に適合しているかを確認の上、リンク先を変更するものとする。  

（広告主の責務）  

第１４条 広告主は、広告及び広告主が指定したリンク先のサイトの内容その他の広告掲載 に関

するすべての事項について、一切の責任を負うものとし、第三者の権利の侵害、財産権の不適

正な処理、第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはならない。  

２ 広告主は、広告の掲載により、第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担におい

て  解決しなければならない。  

（協議）  

第１５条 この規程に定めのない事項について疑義が生じた場合は、観光局と広告主双方が誠意

をもって協議し、解決を図るものとする。   

（その他）  

第１６条 この規程に定めるもののほか、広告の取扱いに関して必要な事項は、観光局と協議の

上定めるものとする。  

  

附 則  

 この規程は、令和７年１２月１８日から施行する。  

  

  


